
甲南大学法科大学院入学試験問題について  

2 0 1 8 年 度 秋 入 学・ 2 0 1 9 年 春 入 学  

一 般 入 学 試 験 （ A 日 程 ・ 8 月 1 8 日 分 ）  

 

試験科目：憲法   

 

1 .  出題 趣旨  

≪第 １問 ≫  

憲 法 の 重 要 判 例 の 正 確 な 理 解 を 基 に し て 、 類 似 事 例 に つ い

て 、 共 通 点 と 相 違 点 に 留 意 し つ つ 、 考 察 で き る か ど う か を 問

う 問 題 で あ る 。 設 問 １ で 、 参 照 す べ き 最 高 裁 判 例 を 挙 げ 、 判

例 の 基 礎 知 識 を 示 す こ と 、 設 問 ２ で 類 似 事 案 に つ い て 検 討 す

るこ とを 求 めて いる 。  

本 問 で は 、 博 多 駅 事 件 （ 最 大 決 昭 和 ４ ４ ・ １ １ ・ ２ ６ 刑 集

２３ 巻１ １ 号１ ４９ ０ 頁 ）や日 本テ レビ 事 件、 T B S 事 件の 判

例理 解を 基 に、 検討 する こ とに なる 。  

判 例 は 、 取 材 テ ー プ の 提 出 を 強 制 す る こ と が 許 さ れ る か ど

う か は 「 対 象 と さ れ て い る 犯 罪 の 性 質 、 態 様 、 軽 重 お よ び 取

材し たも の の証 拠と し て の 価値 …（ 以下 略）」な ど 諸 般の 事 情

を比 較衡 量 して 決す ると し た上 で、「 報道 機 関の 不利 益が 必 要

な限 度を こ えな いよ うに 配 慮」 する こと も 求め る。  

判 例 の 示 し た 判 断 枠 組 を 適 切 に 示 し た 上 で 、 本 問 事 実 に 応 じ

た判 断を 行 うこ とに なる 。  

採 点 に あ た っ て は 、 違 法 適 法 の 結 論 自 体 で は な く 、 結 論 を

導 く 論 理 を 重 視 す る 。 た だ 、 ① よ り も ② の 場 合 の 方 が 押 収 は

適法 だと 言 いや すい だろ う 。  

 

≪第 ２問 ≫  

 統 治分 野 の基 礎知 識を 問 う問 題で ある 。  

 

2 .  採点 実感  

 挙 げ る べ き 判 例 を 間 違 え る 答 案 は ほ と ん ど な か っ た が 、 判

例 の 再 現 度 に は 差 が 付 い た 。 ま た 、 判 例 の 判 断 枠 組 を 適 切 に

示 す こ と が で き て い な い 答 案 は 、 当 て は め 部 分 の 記 述 の 出 来

が良 くな い 傾向 が顕 著に 見 られ た。  

 

3 .  学習 方法  

当 然 の こ と だ が 、 基 礎 知 識 を 身 に つ け る た め の 作 業 は 必 須

で あ る 。 特 に 、 法 曹 を 目 指 す 人 は 判 例 学 習 を お ろ そ か に す べ

き で は な い 。 判 例 は 、 判 決 等 の 論 理 だ け で な く 、 事 実 の 概 要

を踏 まえ て 分析 、理 解、 暗 記す る必 要が あ る  


